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（個本的な考え方） 

消費税率は 2019 年 10 月に、現行の 8％から 10％に 2％引き上げられる予定であるが、前回の 3％引

き上げ時に生じた駆け込み・買い控え等の経験を活かし、あらゆる施策を総動員し、経済の回復基調に

影響を及ぼさないよう平成 31年度当初予算において、需要平準化のため、臨時特別の措置が取られるこ

とになった。消費税増税の引き上げに伴う影響の見通しとそれに対応した平準化対策の概要は以下のと

おりである。 

 

（金額的な影響の見通し） 

消費税増税によって生ずる負担増（たばこ税の増税等を含む。軽減税率分は控除。）5.2 兆円のうち、

幼児教育無償化等による受益増 3.2 兆円を除くと、今回のネットの消費税増税の影響が 2 兆円にまで抑

制されるが、さらに、図表２に示される各種のポイント還元、プレミアム付き商品券、住まい給付金、

次世代住宅ポイント等の対策を講ずることにより 2.3兆円程度の需要が創造され、消費税増税の負の影響

を十分に乗り越えることが可能になるというのが政府の見解である。 

 

（図表１） 

 

  （注）平成 30年度第 17回経済財政諮問会議（2018.12.20）茂木大臣提出資料による。 
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（図表２） 

 

  （注）平成 30年度第 17回経済財政諮問会議（2018.12.20）茂木大臣提出資料による。 

 

（次世代住宅ポイント制度） 

このうち、次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアーフリー性能を満たす住

宅や家事・介護負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、一定期間（対象住宅の引渡時期は

2019年 10月以降に陰られる。）限って省エネ商品などの様々な商品と交換できるポイントを付与するも

のである（１ポイント＝１円相当）。 

新築の場合、基本的に 30万ポイントとし、このほかに家事負担軽減に資する設備の設置等については

一定のポイントを付与し、一戸当たり最大 35万ポイントが付与される。 

リフォームの場合は、その内容に応じたポイントを、原則 30万ポイントを上限として付与し、若者・

子育て世帯によるリフォームの場合、上限を 15万ポイント引き上げ、さらに既存住宅購入に伴うリフォ

ームの場合、ポイントを加算し最大で 60万ポイントまで引き上げられる。既存住宅に対する措置が新築

住宅を凌駕する予算措置はこれまであまり例がないものであり、今後の施策の重点を示唆するものとし

て注目される。上記の次世代住宅ポイント制度の対しては、国費による補填に国費 1300億円が計上され

る。これは住宅ローン減税が限定的にしか働かない所得層に対する住まい給付金予算に係る国費 785 億

円を大きく上回る（住宅に係る予算措置の合計は 2085億円）。 

 

（荒井 俊行） 


